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令 和 ７ 年 ９ 月 29 日 

統計委員会デジタル部会 

第９期統計委員会デジタル部会の審議内容の整理・取りまとめ 

～デジタル社会における統計の在り方の探求～ 

第１章 本文書の背景及び目的 

 現在、日本社会は急速な少子高齢化の進行による人口減少及び労働力不足、頻発する自

然災害や公共インフラ等の老朽化への対応など、社会全体の持続可能性向上に関する社会

課題に直面している。それと同時に、ＡＩ（Artificial Intelligence：人工知能）、Ｉｏ

Ｔ（Internet of Things）、クラウドコンピューティング（Cloud Computing）など、デジ

タル技術の発展は、企業活動や国民生活に大きな影響を与えている。

こうした中で、政府は、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」（令和７年６月 13 日閣

議決定。デジタル社会形成基本法に規定する重点計画、情報通信技術を活用した行政の推

進等に関する法律に規定する情報システム整備計画及び官民データ活用推進基本法に規定

する官民データ活用推進基本計画として策定。以下「重点計画」という。）等に基づき、デ

ジタル技術を最大限に適切に活用して公共サービス等の維持・強化や地域経済の活性化等

を目途に、目指すべきデジタル社会の実現に向けた取組を進めている。

重点計画では、「政府におけるＤＸ推進体制の強化」として、「徹底した国民目線で行政

サービス改革、業務改革（ＢＰＲ1）、制度改革、システム開発・運用、ＡＩ・データの利活

用、所管する産業・行政分野のデジタル改革の推進等を図るため、政府全体のデジタル改

革の推進体制を強化する。」と「データの利活用」を明記している。

公的統計の分野では、「公的統計の整備に関する基本的な計画」（令和５年３月 28 日閣議

決定。以下「第Ⅳ期基本計画」という。）において、「デジタル経済2の実態把握」、「報告者

1 Business Process Re-engineering の略称。 

2 「デジタル経済」は、OECD（2023）が指摘するように、広く受け入れられている単一の定義は存在し

ないほか、総務省（2019）が指摘するように、ＩＣＴ技術の進展とともに、概念も変化していったと

される。本稿では、第Ⅳ期基本計画における関連する記載内容を踏まえつつ、総務省（2019）に基づ

き、「ＩＣＴがもたらした新たな経済の姿」を意味するものとして定義する。詳しくは、以下の文献を

参照。

OECD (2023), OECD Handbook on Compiling Digital Supply and Use Tables, OECD Publishing, 

Paris, https://doi.org/10.1787/11a0db02-en 

総務省 (2019), 「令和元年版 情報通信白書」, 

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r01/html/nd101200.html
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の負担軽減及びユーザーの利便性向上」、「統計作成の効率化及び正確性向上」など、様々

な観点からの各種施策を定めている3。 

 また、令和５年 10 月には、統計委員会において公的統計のデジタル分野全般を取り扱う

ことを目的としたデジタル部会（以下、単に「部会」という。）が設置された。部会では、

令和６年３月の第１回以降、公的統計のデジタル分野全般に関わる幅広い内容を対象にし

つつも、主として「デジタル経済・社会の統計的把握」及び「統計作成のデジタル化」を

柱に審議を行い、議論を深めてきた。 

 本文書は、今後の継続的な部会審議に供することを企図し、この間の統計委員会及び他

の部会における審議を踏まえつつ、令和６年３月の第１回から令和７年９月の第７回部会

までにおける、報告・審議等の内容を整理し、取りまとめたものである。 

 

第２章 デジタル経済・社会の統計的把握 

本章では、デジタル経済・社会の統計的把握について、これまでの各府省庁における取

組及び課題や、今後の中長期的な展望に関する部会の審議内容を整理する4。 

 

２－１ デジタル経済に関する既存の公的統計と整備に向けた取組 

デジタル経済に関する既存の公的統計には、以下のようなものがある。 

   ・ 経済センサス-活動調査 

     （関連調査事項：事業別売上（収入）金額、小売業の小売販売額に占める 

インターネット販売の割合） 

   ・ 通信利用動向調査 

      ・世帯編 

       （関連調査事項：インターネットの利用状況、利用目的、用途、 

モバイル端末の保有状況） 

      ・企業編 

       （関連調査事項：インターネットの利用状況及び接続回線、 

 
3 第Ⅳ期基本計画に記載されているデジタル化への対応については、「【参考】公的統計の整備における

デジタル化への対応」を参照。 

4 なお、本章では「デジタル経済・社会の統計的把握」、第３章では「統計作成のデジタル化」につい

てそれぞれ整理するが、例えばデジタル経済の下で企業等の経済活動を通じて生み出されたデータ

は、それ自体が統計的把握の対象となる一方で、ビッグデータのように、調査票や調査事項を代替・

補完する手段にもなり得るなど、調査プロセスのデジタル化が必然的に進展する。このように、両者

は必ずしも二元的な論点ではないが、本稿では論旨の明確化のため、区分して記載したところであ

る。 
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クラウドコンピューティング、ＩｏＴ、ＡＩなどの利用

状況、インターネットによる情報発信の状況） 

   ・ 全国イノベーション調査 

     （関連調査事項：ディジタリゼーションの状況＜ＩｏＴ、ＢＤ分析、ＡＩ、 

クラウドコンピューティング、３Ｄプリンティング＞） 

   ・ 家計消費状況調査 

     （関連調査事項：電子マネーの利用状況、インターネットを利用した購入状況） 

また、関連する公的統計の基盤整備に関する取組として、総務省「職業分類改定研究

会」では、デジタル分野及びＩＣＴ分野の職業を含めた職業分類の見直しに係る検討が

進められているほか、総務省が学識経験者や関係府省庁の協力のもとで取りまとめた、

企業の事業活動を区分する「生産物分類（2024 年版）」でも、デジタル生産物の分類が策

定された。 

このほか、国民経済計算の新たな国際基準「2025ＳＮＡ」（2025 年３月の国連統計委員

会において採択）では、デジタル化への対応が主要な課題の１つとなっている。日本で

は、内閣府がデータの固定資本としての価値を推計する取組を行っており、こうした論

点は統計委員会国民経済計算体系的整備部会において審議されている。 

 

２－２ デジタル経済の統計的把握に向けた課題 

  部会における外部講師等による講演等では、デジタル経済の統計的把握に向けた課題

について、(1)～(4)の把握対象の別に、それぞれ以下のような指摘があった。 

 

(1) デジタル経済の規模・産業構造（デジタルＳＵＴ） 

   デジタル経済の規模や産業構造の把握を企図した統計表として、「デジタルＳＵＴ」

がある。デジタルＳＵＴとは、「デジタル産業」及び「デジタル生産物」を設定し、Ｓ

ＵＴ（供給・使用表）の枠組みを再構成したものである。 

   デジタルＳＵＴについては、国際的な議論を経て、ＯＥＣＤが 2019 年にガイドライ

ン「Guidelines for Supply-Use tables for the Digital Economy」 

  （SDD/CSSP/WPNA(2019)1/REV1）をまとめている。 

   日本では、内閣府が 2015 年及び 2018 年を対象として、デジタルＳＵＴを試算して

いる。推計の精度向上に向けた課題として、主に以下の２点の的確な把握が挙げられ

る。 

     ・ 電子商取引 

     ・ デジタル産業及び非デジタル産業における個々の投入産出構造 

 

(2) 電子商取引 

   社会経済のデジタル化の把握のためには、世界的に拡大する電子商取引の把握も重

要である。日本においても、「経済センサス-活動調査」等で電子商取引に関する調査
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を行っていたが、企業会計実務との乖離に基づく実態把握の難しさや未回答の多さな

どを理由に、当該調査項目は縮減した経緯がある。 

   この点、電子商取引の統計調査を継続して実施している諸外国を対象に、統計委員

会担当室によるヒアリング調査を実施したところ、多くの国で日本と同様の調査によ

る実態把握の難しさに直面していることが明らかになった。 

   また、国際比較可能性の観点からは、具体的に以下のような論点が挙げられる。 

     ・ 調査対象となる商流（B2C/B2B/B2G 等）及び産業 

     ・ 電子商取引の定義（電子メールやＳＮＳによる注文の取扱） 

     ・ 関連する調査項目（取引金額又は全体の取引金額に占める割合） 

 

(3) ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション） 

   企業におけるＤＸの把握も重要である。企業アンケート（民間統計）では、日本の

企業のＤＸに関する取組内容や成果についての把握を試みている。また、日本の公的

統計においても、デジタル技術の活用の有無やその目的等について把握が可能である。 

   他方で、こうした調査はあくまでも定性的な評価に基づくものが多く、ＤＸの生産

性への影響の定量的把握・検証についての課題・論点は多い。具体的には、以下のよ

うな内容の把握が求められる。 

     ・ デジタル技術利活用の深化・高度化 

     ・ ＤＸに関する人的リソースの状況 

     ・ ＤＸの効果の金額的評価（直接・間接的な効果と外部要因の識別を含む。） 

     ・ ＤＸによる新しい財・サービスの創出、機能・性能の向上 

   こうした課題に対応し得る諸外国の事例として、英国ＯＮＳが実施している「デジ

タル経済調査」が挙げられる。ただし、同調査は、現在、実施が中断されている。 

 

(4) その他の市場・産業の構造変化等 

   以上の(1)から(3)までに掲げる内容に加え、デジタル化に伴う以下のような市場・

産業構造の変化等についても、適切な統計的把握に向けて、検討の余地がある。 

     ・ 消費者に対して一律の商品を提供する従来の「匿名市場」からデジタルデ

ータによる個別の消費者のニーズに応えた商品を提供する「顕名市場」へ

の市場構造の変化 

     ・ 「生産」及び「流通（供給）」という従来のサプライチェーンを把握する視

点から「エコシステム」という価値を創造する社会全体を把握する視点へ

の産業構造の変化 

     ・ シェアリングエコノミー、無償サービスなどの新たな経済活動 

     ・ テレワーク、ギグワークなどの労働・生活環境の変化 

     ・ デジタル化に伴う財・サービスの出現・消滅頻度の高まり（物価指数・デ

フレーターへの影響を含む。） 
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２－３ 中長期的な展望 

急速かつ複雑に進行する社会経済のデジタル化について、既存統計の連続性や回答者

負担軽減にも配慮しながら適時・適切に把握するために、実行可能性を踏まえつつ、以

下のように、具体的な把握方法について検討することが有益であると考える。 

 

(1) 既存の公的統計・データの利活用 

   ・ 需要側の既存統計・データの利活用 

     事業所・企業を対象にした大規模調査の実施が難しい場合、個人・世帯を対象

とした既存の「需要側」（利用者側）の公的統計からアプローチするのが一案であ

る。世界銀行のデータベースなども活用すると良いのではないか。 

   ・ 附帯的な一般統計調査の実施 

     既存の調査に新規の調査項目を加える議論には相応の時間を要するが、その間

に経済のデジタル化が急速に進み、実態が変わってしまう可能性もある。既存統

計の枠組みを尊重しつつ、負担を抑えながら追加的な調査を実施する方法として、

関連する基幹統計調査に附帯させる別途の一般統計調査として実施してはどうか。 

 

(2) 代替指標となるデータの利活用 

   ＤＸの進展と相関が強いと考えられる以下のような代替指標を活用しながらデジタ

ル化を把握・分析することも重要な視点ではないか。特に、デジタル化の進展は急速

であるため、先行指標になるようなデータに着目することも重要ではないか。 

      ・ 電力使用量 

・ 企業の研究開発投資規模や採用人数 

      ・ ＤＸに関連する研究論文やテクニカルレポートの件数 

      ・ ＤＸに関連する特許の出願件数 

 

(3) 産学官等の幅広いデータ収集に基づくダッシュボード作成 

   既存の公的統計の新規作成や調査事項の追加といった方法もあるが、民間、学術、

政府の枠を超えて、連携してデータを幅広く収集し、ある種のダッシュボードを作る

ことも有効ではないか。 

 

第３章 統計作成のデジタル化 

本章では、統計作成のデジタル化について、これまでの各府省庁における取組及び今後

の中長期的な展望に関する部会の審議内容を整理する。 

 

３－１ これまでの各府省庁における取組 

  これまで各府省庁において、第Ⅳ期基本計画に基づき、各年度の統計委員会の「統計

リソースの重点的な配分に関する建議」の反映を含めて、人材や予算の補強を伴いなが
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ら統計作成のデジタル化が推進されてきた。統計作成プロセスの一部ではなく、全体に

わたるデジタル基盤の構築が図られてきており、今後も引き続き推進されるよう、統計

委員会は協力又は支援をしていく必要がある。 

  統計作成のデジタル化に関連して、第Ⅳ期基本計画では、報告者の負担軽減、統計ユ

ーザーの利便性向上、統計作成の効率化・正確性向上、新たな統計の作成、といった対

応や、デジタル化対応が困難な報告者への配慮といった論点が整理されているが、部会

において具体的に提起された主な内容は、以下のとおりである。 

 

(1) 報告者の負担軽減5 

国では公的統計調査の実施に際し、報告者の負担軽減を図ることを目指して、オン

ライン回答の普及を図ることとして、第Ⅳ期基本計画ではオンライン回答率の目標値

（企業系調査では８割以上、世帯系調査では５割以上）を設定して取り組んでいる。

そこで、総務省では、政府共通オンライン回答システムの e-Survey を用いたオンライ

ン回答の利便性を向上させ、オンライン回答の促進につなげるため、回答方式の多様

化、コミュニケーション機能の提供、スマートフォン対応の強化等の様々な機能改修

等を実施している。 

   その結果、オンライン調査を導入している基幹統計調査のオンライン回答率の推移

をみると、企業系調査及び世帯系調査のいずれも、全体としておおむね上昇傾向とな

っている。 

 

(2) 統計ユーザーの利便性向上 

   各府省庁が公表する統計データをまとめて提供するポータルサイト「政府統計の総

合窓口（e-Stat）」の検索機能については、総務省が、メタデータの拡張、検索クエリ

変換、関連データ表示など、ＡＩを活用した精度の向上に向けた検討を行っている。

また、e-Stat の一機能である統計地理情報システム「地図で見る統計（jSTAT MAP）」

についても、スマートフォンなどから簡単に統計グラフを作成する機能を追加するな

ど、利便性向上に向けた取組を進めている。 

   調査票情報の二次的利用については、利用申出窓口を政府統計共同利用システム上

の「miripo」に共通化し、申出内容の審査や提供などの一連の業務がデジタル化され

ている。これにより、利用環境の安全性を確保しつつ、調査票情報提供の早期化や、

業務の効率化による各府省庁の負担軽減等を実現すべく、総務省において、各府省庁

と連携して取組が進められている。 

 
5 なおこの間、統計委員会や各部会における統計調査の変更に係る諮問についての審議においても、特

にオンライン回答の促進に向けた各府省庁の取組について議論されてきた。オンライン調査に関する

様々な取組事例（電子調査票、回答方式等、調査関係書類等に関連した取組や、オンライン回答を支

援する取組等）や関連する統計委員会の答申については、第４回デジタル部会 資料２「公的統計のデ

ジタル化に関する現状と課題」中、参考資料４を参照。 
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(3) 効果的・効率的な統計人材の育成 

   総務省統計研究研修所が実施している統計研修において、従来からの対面形式の「集

合研修」に加え、集合研修を同時配信することによってリモートで受講できる「ライ

ブ配信研修」や、専用サイトにアクセスして e-ラーニング形式で受講する「オンライ

ン研修」が導入されている。これにより、地方支分部局や地方公共団体など遠隔地に

勤務する国・地方公共団体の職員を含め、より多くの者が研修を受講できるようにな

り、結果として、研修の修了者数が大幅に増加している。 

 

(4) ビッグデータ利活用の推進 

   統計作成におけるビッグデータの利活用については、ＰＯＳデータやウェブスクレ

イピングによるウェブ情報をはじめとして、人流、交通、人工衛星などのデータが主

に調査事項の代替・補完や加工統計の作成などに活用されている。こうした関係府省

庁における具体的な利活用や試行的研究の状況については、総務省において取りまと

め、引き続きビッグデータの利活用を推進している。 

   諸外国における利活用状況を見てみると、ＰＯＳデータの活用など、一部統計での

調査事項の補完・代替が進められている。一方で、既存の月次統計について試験的に

週次データを公表するといった、試行段階にとどまる取組も見られる。 

    

３－２ 中長期的な展望 

  今後、第Ⅳ期基本計画に基づき、さらに統計作成のデジタル化に関する取組を進めて

いくことに加え、単年度ではなく、５～10 年程度の中長期的な視野に立ち、実行可能性

を踏まえつつ、以下のような課題を検討していく必要があると考える。 

 

(1) オンライン調査による公的統計の品質向上 

   オンライン調査の導入によって、従来、紙の調査票の回収時などに構築されていた

実施機関と調査対象者との間の信頼関係、つながりなど「数値では測れない要素」が

失われる可能性について考える必要がある。そこで、オンライン回答率という数値的

側面のみを重視するのではなく、回答率の上昇に伴う調査対象者への疑義照会件数や

督促件数の増減などに注目するとともに、業務効率化や正確性向上など公的統計の品

質向上にどの程度寄与しているかについても検証することが求められる。 

   また、登録モニターに対するインターネット調査を行うために民間事業者に対して

業務委託する場合、失業するとモニター登録をやめる事例、日本語を母国語としない

人が調査対象から外れるといった事例への対応を含め、受託した民間事業者が適切な

標本設計をすることが重要である。 

 

(2) 多様な情報源の活用による統計の整備 

   従来のビッグデータのほか、一般市民によって行われる科学的活動（シチズン・サ
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イエンス）などによって提供されるデータなど、新たなデータ源の拡充にも注目する

必要がある。また、デジタル化が進み様々なデータが利用可能となる中では、既存の

統計情報とビッグデータ等の外部の情報など、複数のデータの組合せによって、新た

な示唆が得られる可能性に注目し、検討する必要がある。 

   データの実際の利活用状況や優良事例、把握されているニーズについて、デジタル

技術により公表することが、統計の整備に資するのではないか。例えば、最近では教

育機関でのデータ活用が広がっているので、ニーズの高い領域に重点を置いて求めら

れる公的統計の在り方や必要な整備の在り方を検討することも有用である。 

 

(3) 統計のデジタル化に必要な基盤の整備 

   デジタル技術や社会の急速な進化に対応し、かつ各府省庁の業務におけるニーズに

適合したデジタル基盤を整備していくことが必要である。既存のシステムを維持しつ

つも、例えばクラウドコンピューティングや生成ＡＩの機能や、それらを組み込んだ

既製のソフトウエア等の活用が今後の検討課題となる。 

   また、データの取扱に関しては、改めて利用目的の公私の峻別や、個人情報保護へ

の配慮について検討することは重要である。 

 

(4) デジタル人材の育成と研修の充実 

   ３－１(3)で見たように、第Ⅳ期基本計画の実現を目指して、総務省統計研究研修所

が実施する研修などにより、効果的・効率的な統計人材の育成が進められている。こ

れに加え、中長期的な観点からは、デジタル技術を用いて公的統計の品質向上に関す

る課題を解決できるよう、引き続きデジタル人材の育成を進めていく必要がある。 

 

第４章 今後の部会審議に向けて 

 今後の部会においては、統計委員会の他の部会や関係府省庁と緊密に連携しながら、引

き続き「デジタル経済・社会の統計的把握」「統計作成のデジタル化」を柱とし、公的統計

のデジタル分野に関わる内容について審議を行っていくことが求められる6。第２～３章で

みた中長期的な展望に関しては、時機を逸することなく検討を深めていくことが重要と考

えられるが、当面の部会審議に当たっては、特に以下の観点を踏まえ取り組んでいくこと

を提案する。 

 

 
6 「統計作成のデジタル化」については、引き続き第Ⅳ期基本計画のもとで各府省庁の取組が進められ

る中で、各府省庁の全体的な取組状況やデジタル化の現状についてフォローアップすることや、好事

例について個別に取り上げ、横展開に向けた議論を行うことが考えられる。 
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４－１ 生成ＡＩに着目した検討 

  近年におけるデジタル技術の中でも、生成ＡＩの著しい進展は特筆すべき点であると

言える。「デジタル経済・社会の統計的把握」「統計作成のデジタル化」双方に関わる生

成ＡＩの在り方については、それぞれ以下のような観点から議論を行うことが考えられ

る。 

  生成ＡＩは、業務効率化や新たな財・サービスの創出などを通じ、企業等におけるＤ

Ｘの推進を加速させるツールであると考えられる。「デジタル経済・社会の統計的把握」

のうち、ＤＸを巡っては、第２章でみたような課題が指摘されているが、それらに加え、

特に生成ＡＩの利活用による影響をどのように捉えるべきかについて検討していくこと

も重要である。検討に当たっては、生成ＡＩの利便性のみならず、その導入・普及によ

る雇用の喪失や経済格差の拡大といった影響も含め、社会構造の状況と変化を全体とし

て的確に捉える視点が必要と言える。 

  「統計作成のデジタル化」に関して、生成ＡＩの技術は、調査企画、調査実施・情報

収集、審査・集計、結果公表・情報提供などの統計作成プロセス全般にわたって活用で

きる可能性があると考えられる。また、統計に関する様々な情報について、ＡＩ技術を

利用して多言語で国際的に発信していくことも重要である。他方で、2025 年３月に開催

された国連統計委員会において、デジタル技術の活用が多くの議題で取り上げられる中

でも、特に生成ＡＩについては、法的・倫理的課題や安全性、データ品質に関する懸念

が示されるなど、さらなる議論が必要とされている。品質の高い統計作成のための基盤

整備、あるいは統計データの利活用促進の観点からは、国内の状況及び諸外国における

事例なども踏まえつつ、生成ＡＩ技術の活用の可能性について検討していくことが必要

である。 

 

４－２ デジタル化の社会への影響を幅広く捉えた議論 

  第２章でみたとおり、これまでの部会において「デジタル経済・社会の統計的把握」

については、第Ⅳ期基本計画における記載も踏まえ、電子商取引など、特に経済のデジ

タル化を中心に議論を行ってきた。 

  もっとも、デジタル化は、例えばテレワークの活用などによる空間的・時間的な制約

を受けない働き方の広がり、教育・子育て／医療・介護／モビリティ／インフラ／防災

などの行政サービスの効率化・高度化、ＳＮＳなどを通じた社会的・文化的交流やライ

フスタイルの変容など、情報セキュリティや環境問題に関連する課題などを含めて、社

会に対して広範な影響を与えていると認識される。 
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  そこで、今後は、経済のデジタル化にとどまらず、デジタル化が広く社会全体や個人

の働き方やライフスタイルに影響を与える側面を対象に、デジタル社会7の統計的把握に

ついても強く意識し、検討していくことが考えられる。 

 

４－３ 諸外国及び国際機関におけるデジタル化に関する統計についての継続的な調査研

究実施の必要性 

引き続き、部会において、上記のような研究課題についての調査研究を継続するにあ

たり、統計委員会担当室による諸外国及び国際機関におけるデジタル化に関する統計に

ついての継続的な調査研究の実施が必要である。 

第２章でみたとおり、統計委員会担当室では、各国における電子商取引関連調査の実

態把握を企図し、諸外国に対する調査を行ってきた。電子商取引の把握については、日

本におけるユーザーニーズを踏まえながら、他国の好事例や国際的な議論の進展などに

ついて情報収集を継続し、今後の対応について検討を深めていくことが重要である。 

また、電子商取引に加え、ＤＸに関しては、４－１で言及した生成ＡＩも含め、国内

の利用動向を注視するとともに、諸外国の統計的捕捉の状況や関連する国際的な議論の

動向について調査をすることが必要と考える。 

統計の国際比較可能性の向上の観点からも、今後も統計委員会担当室によるこのよう

な諸外国及び国際機関における「社会のデジタル化」に関する統計の現況についての調

査研究を継続的に実施していくことが必要である。 

一方、諸外国における「統計作成のデジタル化」についても、４－１で言及した生成

ＡＩも含め、統計委員会担当室による調査研究を継続的に実施していくことが必要であ

る。 

デジタル部会においては、諸外国における「デジタル経済・社会の統計的把握」及び

「統計作成のデジタル化」に関する調査研究を参考にしつつ、さらに審議を深めること

が重要である。 

 

 
7 「デジタル社会形成基本法」（令和３年法律第 35 号）では、「デジタル社会」とは、情報通信技術を

用いた情報の活用により、あらゆる分野における創造的かつ活力ある発展が可能となる社会として定

義されている（同法第二条を参照）。 



【参考】公的統計の整備におけるデジタル化への対応 

社会経済のデジタル化に対応するため、公的統計には、デジタル経済の実

態把握、デジタル技術を活用した報告者の負担軽減と統計ユーザーの利便性

向上、デジタル技術による統計作成の効率化・正確性向上と新たな統計の作

成、デジタル化対応が困難な報告者への配慮など様々な観点からの対応が求

められている。 

第Ⅳ期基本計画でも、様々な観点でデジタル化への対応を定めているが、

社会経済のデジタル化への対応という目標に向けては、これらの対応を相互

に関連させつつ、整合的に進めていく必要がある。このため、以下、第Ⅳ期基

本計画に記載されているデジタル化への対応を、改めて一覧として再掲42する。 

なお、これらの対応は、統計法施行状況報告で取りまとめられる回答数に

占めるオンラインによる回答数の割合等の指標も活用する等により、その効

果を検証しつつ推進する。 

Ⅰ デジタル経済の実態把握 

１）国民経済計算体系において、経済のデジタル化の影響を的確に把握するた

めの方策の検討（第２－１－（３）） 

２）電子商取引の拡大など経済のデジタル化等の実態について、必要なデータ

を把握するための新たな枠組みの検討（第２－２－（１）） 

Ⅱ デジタル技術を活用した報告者の負担軽減と統計ユーザーの利便性向上 

（報告者の負担軽減） 

１）政府共通のオンライン回答システム（ｅ－Ｓｕｒｖｅｙ）のシステム改修

（第３－４） 

・企業等の情報システム、セキュリティ、業務体制等に応じた柔軟な回答記

入への対応（ＨＴＭＬ形式、マクロ無しエクセル形式など、電子調査票の

形式の多様化）

・調査票へのデータ入力の手間を軽減するための他のソフトからのファイ

ル取込み機能の実装

・疑義照会などをシステム内で完結できるオンライン調査システムのコミ

ュニケーション機能の実装

42 複数の観点に関連する対応は、便宜上、いずれか一つの観点の項目に整理した。 

公的統計の整備に関する基本的な計画（令和5年3月28日閣議決定）（抄）
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２－１）個別統計調査におけるｅ－Ｓｕｒｖｅｙの積極的な導入、回答数に占

めるオンラインによる回答数の割合の向上、オンライン回答による集計の効

率化など、オンライン調査の推進（第３－４） 

２－２）農林水産統計においてオンライン回答を促す手法の効果検証を行い、

回答数に占めるオンラインによる回答数の割合の向上に向けた取組を推進

（第２－６－（５）） 

２－３）港湾調査について、港湾関連業務の効率化を図るシステムである「サ

イバーポート」の本格導入により、オンライン回答の促進、回答に当たって

行政記録情報等を取込むことによる報告者負担の軽減、調査方法の再整理及

び調査票情報等の一元管理を実現（第３－６－（１）） 

３－１）ＰＯＳデータ（消費者物価指数、商業動態統計調査等）、ウェブスク

レイピングデータ（消費者物価指数等）、人工衛星データ（作物統計調査、

ＳＤＧグローバル指標等）等、既存の公的統計で活用されているデータの更

なる活用の横展開を検討（第３－６－（１）） 

３－２）我が国の土地所有及び利用状況の全体像を把握するため、土地基本調

査の作成方法の充実に向け、不動産登記情報のデジタルデータの整備・検討

状況も踏まえた検討の実施（第２－６－（４）） 

３－３）農業経営統計調査の営農類型別経営統計について、デジタルデータ

の活用による報告者の負担軽減等に向けた取組の推進（第２－６－（５）） 

３－４）作物統計調査について、人工衛星データ等を用いた先進技術や行政

記録情報等の活用（第２－６－（５）） 

（統計ユーザーの利便性向上） 

１）政府統計のポータルサイト（ｅ－Ｓｔａｔ）の改善（第３－２－（１））

・統計調査の結果、業務統計及び加工統計といった統計データの登録の推進

・機械判読可能な形式でのデータ提供の拡充

・ＡＰＩ機能に対応できる統計情報データベースへの登録の計画的実施

・検索性向上、データカタログ機能追加、ユーザーインターフェース改善

・統計調査の概要や地域区分、分類項目・集計項目一覧などの統計を利用す

る際に必要な情報の登録の促進

・複数の統計表をつなげて利用する際に必要なメタデータの整備

２）デジタル技術を活用した調査票情報の安全な利活用（第３－２－（２））

・セキュリティを確保しつつ調査票情報を利活用できるオンサイト施設及

12 



び同施設で取り扱うことができる統計調査の段階的拡充 

・研究室の端末からセキュリティを確保しつつ調査票情報を利活用できる

リモートアクセス方式の実証実験等の検討

・総務省が、オンサイト施設等における調査票情報の活用に必要なデータレ

イアウトや符号表等の情報の保管を支援する仕組みの構築の検討

Ⅲ デジタル技術による統計作成の効率化・正確性向上と新たな統計の作成 

（統計作成の効率化・正確性向上） 

１）デジタル技術を活用した集計プロセスの改善（第３－４）

・総務省は、汎用的な集計ツールの開発について検討し、各府省に提供する

とともに、当該集計ツールの活用方法や、システム整備の外注管理等に関

する研修の開始

・各府省は、集計システムの仕様の見える化、汎用的な集計ツールの活用な

どによる集計システム全般の改善、システムを用いたエラーチェック等、

データ審査のデジタル化の推進

２）業務のデジタル化の前提となる業務プロセスの可視化、業務マニュアルの

整備と統計作成プロセスの標準化の推進（第３－３－（１）、第３－４） 

３）デジタル技術を活用した、業務マニュアルの更新状況の管理、効率的な更

新・保存の在り方や、関係者間のコミュニケーションの効率化等の検討（第

３－４） 

４）電磁的に記録された調査票情報に加え、以下の情報等を、「常用（無期限）」

として保存（第３－３－（２）） 

・データレイアウトフォーム、符号表等の当該データを定義するために必要

な情報 

・母集団推計を行うための集計用乗率

・行政記録情報など公表された統計を作成するために必要な情報

・電子計算機処理に必要な情報、集計プログラム作成のために必要な仕様・

それらの取扱要領、調査概要資料等

５）地方支分部局や地方公共団体の職員も含め、より多くの者が受講できるよ

う、オンライン研修の充実（第３－５－（２）） 

（新たな統計の作成） 

１）ビッグデータを活用した統計作成に関する試行的な取組（ビッグデータ・

トライアル）の順次実施、その成果（β版、試算値、参考値など）及びデー
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タに関する情報の可能な限りの公開、フィードバックを得ての更なる検証

（第３－６－（１）） 

２）ビッグデータを試験的に利用できる場（ビッグデータ・シェアリング）を

準備し、ビッグデータの保有者である民間企業と連携しつつ、データ分析に

係るイベントの開催など、関係者のネットワークの構築を検討（第３－６－

（１）） 

３）ビッグデータの活用に関する情報を一元的に集約・提供する場（ビッグデ

ータ・ポータル）を準備し、各府省や地方公共団体、民間企業等におけるビ

ッグデータの活用の情報共有、ビッグデータの保有者である民間企業とユー

ザーとのマッチング等を通じ、新たな利活用事例の創出等に向けた取組の促

進を検討（第３－６－（１）） 

４）ビッグデータに関する各種課題の解決に向けた実証研究等の実施とその結

果のビッグデータ連携会議への報告（第３－６－（１）） 

Ⅳ デジタル化対応が困難な報告者への配慮 

１）統計調査のデジタル化が進む中、オンライン回答が困難な報告者への対応

や、オンライン回答への協力要請や督促等を担う統計調査員の確保や研修

（高齢化対策を含む。）に関する取組の推進（第３－５－（３）） 

２）デジタル技術やコールセンターを活用した統計調査員の支援とその取組状

況の府省間での情報共有（第３－５－（３）） 
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